
 

情報提供企業の募集 

 

防衛装備庁は、哨戒機に装備可能なＥＯ／ＩＲセンサーに関して、その

取得を検討するに当たり、以下の通り、情報提供を行う意思のある企業を

募集しますので、ご協力をお願いします。 

 

令和７年４月１５日 

防 衛 装 備 庁 

 

１ 募集の目的 

本募集は、哨戒機に装備可能なＥＯ／ＩＲセンサーに関する代替案分

析（以下「本検討」という。）を実施するにあたり、当該装備品等に関連

する実績、知見、能力を有する企業のうち、本検討に関する情報を提供

する意思のある企業を募集することを目的としています。 

 

２ 情報提供企業の要件 

情報提供企業は、以下の要件（１）及び（２）を満足する企業に限定

します。 

（１）取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いに

ついて（防防調第４６０８号。１９．４．２７）に定める取扱い上の

注意を要する文書等の開示について防衛省が適当であると認める企

業 

（２）以下のア～ウのいずれかを満足する企業 

ア 情報提供しようとする装備品等に関する研究、開発、試験等の実 

績を有する企業 

イ 情報提供しようとする装備品等の開発又は製造に関する知識及び

技術を有することを証明できる企業 

ウ 情報提供しようとする装備品等の日本国内における輸入・販売に

関する権利を保有する企業又は権利を獲得できる企業 

 

３ 情報提供依頼内容 

  情報提供依頼内容は、哨戒機に装備可能なＥＯ／ＩＲセンサーについ

て行います。 

なお、細部内容、回答様式は「情報提供依頼（ＲＦＩ）」で示します。 

 



４ 応募方法及び今後の進め方 

（１）情報提供する意思のある企業は、令和７年５月１６日（金）１７時

までに、「情報提供意思表明書」（別紙第１）、「情報提供依頼等の保全

に関する誓約書」（別紙第２）及び「上記２の要件を確認できる書類」

を、下記６の担当窓口に電子メール又は窓口持参によりご提出くださ

い。 

（２）提出後、参加要件を満たすと審査された企業に対し、担当窓口より 

情報提供依頼を交付します（審査後、逐次受け渡し。）。 

 

５ その他 

（１）本情報提供依頼の実施が、何らかの事業実施を約束するものではあ

りません。 

（２）本情報提供依頼への回答が、将来における事業の契約業者選定に影

響を与えるものではありません。 

（３）本募集に関して要する費用は、本募集に応じた企業の負担とします。 

（４）本募集に関して使用する言語は日本語とします。 

（５）本情報提供依頼に基づき回答し、企業側が官側に提供する情報提供

書は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律

第４２号）による開示請求があった場合、防衛装備庁が開示すること

を制限した内容を除き、開示することを前提とします。ただし、防衛

省以外への開示制限を希望する情報については、具体的内容及び理由

を明記（様式随意）することにより、貴社の許可なく開示することは

ありません。 

（６）留意事項として、「情報提供意思表明書」（別紙第１）及び「情報提

供依頼等の保全に関する誓約書」（別紙第２）を提出する際は、貴社

が提出したものが真正であることを確認できる措置を講じてくださ

い。 

 

６ 担当窓口 

防衛装備庁 プロジェクト管理部 装備技術官（海上担当） 

住  所：〒１６２－８８７０ 東京都新宿区市谷本村町５－１ 

場  所：防衛省Ｄ棟９階 装備技術官（海上担当）室 

電話番号：０３－３２６８－３１１１（内線）２６２１８ 

メールアドレス：soubigijutu.umisou@ext.atla.mod.go.jp  



別紙第１ 

 

防衛装備庁 

プロジェクト管理部 装備技術官（海上担当） 殿 

 

 

情報提供意思表明書 

 

 

 所 在 地         

企 業 名         

代表者氏名         

 

 

哨戒機に装備可能なＥＯ／ＩＲセンサーに関する情報提供の意思

を表明します。 

 

１ 企業名 

 

２ 所在地 

 

３ 担当者氏名 

 

４ 所属部署 

 

５ 電話番号 

 

６ ＦＡＸ 

 

７ 電子メールアドレス 

  



別紙第２ 

 

情報提供依頼等の保全に関する誓約書 

 

当社は、情報提供依頼（令和７年１月防衛装備庁プロジェクト管理部装

備技術官（海上担当））によって開示される取扱い上の注意を要する文書

等（取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いにつ

いて（防防調第４６０８号。１９．４．２７）第１に規定される取扱い上

の注意を要する文書等をいう。以下「情報提供依頼等」という。）の保全の

ため、次の事項について誓約します。 

 

１ 当社は、情報提供依頼等の保全を確実にし、万が一、情報提供依頼等

の漏えいの事実があった場合には、情報提供依頼等の取扱い上の責任を

負います。当社の従業員の故意又は過失により情報提供依頼等が漏えい

した場合であっても、当社はその責任を免れることはありません。 

 

２ 当社は、情報提供書の提出期限までに情報提供依頼等の全てを防衛装

備庁プロジェクト管理部装備技術官（海上担当）（以下「担当官」とい

う。）に返却します。また、電子メールで受領した情報提供依頼等の全

てを確実に消去します。 

 

３ 当社は、情報提供書の作成作業（以下「本作業」という。）に関係のあ

る当社従業員のみに情報提供依頼等を供覧します。 

 

４ 本作業上、真にやむを得ず本作業を他社と共同して行う場合には、前

項の規定にかかわらず、当社は本作業を共同して行う社からこの誓約書

と同旨の誓約書を当社に提出させた上で、当該社に情報提供依頼等を供

覧することとします。本作業を共同して行う社の従業員の故意又は過失

により情報提供依頼等が漏えいした場合であっても、当社は情報提供依

頼等の取扱い上の責任を免れることはありません。 

 

５ 当社は、本作業に関係のある者に対しても、本作業に必要な限度を超

えて情報提供依頼等を供覧しません。 

 

６ 当社は、情報提供依頼等の電子計算機情報への加工を行いません。ま

た、原則として、情報提供依頼等の複製は行いません。本作業上、真に



やむを得ない場合に複製したときは、当社の責任において確実に管理し、

原本の返却時に管理記録簿と共に担当官に提出します。 

 

７ 当社は、本作業に関係のない者をみだりに本作業等施設（本作業を実

施する当社施設又は情報提供依頼等を保管する当社施設をいう。以下同

じ）に立ち入らせ、又は近づけません。 

 

８ 当社は、本作業に関係のある者に対しても、作業に必要な限度を超え

て本作業等施設に立ち入らせません。 

 

９ 当社は、本作業により情報提供依頼等の内容を知り得た取扱者が離職

した後も、知り得た情報は本誓約書各項の規定と同様の管理体制により

扱います。 

 

１０ 防衛装備庁が必要性を認めたとき、当社は情報提供依頼の保全の状

況に関する検査を受け入れ、又は必要な指示に従います。 

 

１１ 当社は、情報提供依頼等の漏えい、紛失、破壊等が発生し、またそ

れらの疑いもしくはおそれがあったときは適切な処置をとるととも

に、その詳細を速やかに担当官へ報告します。 

 

令和  年  月  日 

防衛装備庁 

プロジェクト管理部 装備技術官（海上担当） 殿 

 

所 在 地         

企 業 名         

代表者氏名         


